
一 序二
、

一一一、
四
、

五
、

結

序

本
尊
抄
の

「
今
本
時
娑
婆
世
界
離
三
災
出
四
劫
常
住
浄
土
仏
既
過
去
不
滅
未
来
不
生
所
化
以
同
体
此
即
己
心
三
千
具
足
三
種
世
間
也
」

の
四
十
五
字
の
文
を
ば
四
十
五
字
の
法
体
と
称
し
、
昭
和
初
期
に
清
水
龍
山
師
と
山
川
智
応
師
と
の
間
に
大
論
争
が
起
り
、
日
蓮
門
下
の

四
十
五
字
法
体
論
管
見

四

十

五

字

法

体

論

管

見

清
水
龍
山
師
と
山
川
智
応
師
と
の
論
争
の
発
端

清
水
、
山
川
両
師
の
法
体
段
に
対
す
る
主
張
の
要
点

他
師
の
四
十
五
字
に
対
す
る
考
え

苅
谷
日
任
師
の
四
十
五
字
妙
判
論

日
隆
聖
人
の
四
十
五
字
妙
判
観

松

井

孝

純
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四
十
五
字
法
体
論
管
見

宗
学
界
を
賑
わ
し
教
界
の
注
目
を
集
め
た
の
で
あ
る
。
今
そ
の
概
要
を
略
記
し
、
此
の
四
十
五
字
の
妙
判
に
つ
い
て
の
現
代
諸
師
の
考
え

を
述
べ
苅
谷
日
任
師
の
論
文
を
挙
げ
、
日
隆
聖
人
の
御
科
文
を
通
じ
て
此
の
妙
判
に
対
す
る
小
生
の
管
見
を
述
べ
た
い
。

一
、
清
水
龍
山
師

と
山
川
智
応
師

と
の
論
争

の
発
端

大
正
十
四
年
十
月
、
清
水
師
が
本
門
本
尊
論
を
著
し
、
そ
の
本
尊
論
を
教
界
に
問
う
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
れ
を
読
ん
だ
山
川
師

が
そ
の
本
尊
論
に
疑
義
を
懐
き
札
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
機
が
来
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
後
に

山
川
師
が

「観
心
本
尊
抄
四
十
五
字
法
体
段
正
義
」
に

越
え
て
同
十
四
年
十
月
、
尊
台
の

「本
門
本
尊
論
」
を
著
は
さ
る
る
や
、
ま
た
予
に
贈
ら
る
る
と
共
に

「
民
報
」
紙
上
、
本
多
、
田
辺

両
上
人
の
著
と
忌
弾
な
く
比
較
論
評
せ
ん
こ
と
を
需
め
ら
る
。
而
も
我
が
恩
師
は
一
流
宗
学
者
間
の
か
か
る
問
題
の
公
然
の
討
議
を
好

ま
れ
ず
、
よ
っ
て
尊
台
の
意
に
応
ず
る
能
は
ざ
る
な
り

と
云

っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
昭
和
四
年
に
山
川
師
が

「
日
蓮
聖
人
の
実
現
の
宗
教
」
を
刊
行
す
る
と
清
水
師
が
、
同
書
の
主
張

す
る
趣
旨
に
は
共
鳴
す
る
が
、
た
だ
本
門
の
心
法
妙
は
仏
心
な
り
と
の
義
に
は
同
意
し
が
た
い
と
手
紙
を
以
て
評
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

此
の
頃
の
清
水
師
は
日
蓮
宗
大
学
の
教
授
で
あ
り
、
翌
五
年
に
は
大
学
長
に
就
任
し
、
山
川
師
は
田
中
智
学
門
下
の
俊
足
と
し
て
、
各
種

の
著
述
を
刊
行
し
観
心
本
尊
抄
の
研
究
に
寧
日
な
き
時
代
で
あ
っ
た
。

偶
ヽ
昭
和
八
年

一
月
の

「
棲
神
」
誌
上
に
清
水
師

（既
に
大
学
長
を
辞
任
し
て
い
た
）
が
、
そ
の
学
弟
高
田
恵
忍
師
に
与
え
ら
れ
た
私

信
を
公
開
し
、
そ
の
中
に
山
川
師
の
説
を
河
合
日
辰
師
の
本
尊
論
の
説
と
な
ら
べ
て

「
こ
れ
大
い
に
議
す
べ
し
、
委
悉
は
別
稿
を
期
す
」

と
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
ん
だ
山
川
師
が
、
同
年
の
学
年
末
、
日
蓮
宗
大
学
で
講
義
の
時
に

（昭
和
六
年
よ
り
日
蓮
宗
大
学
の
講

師
に
就
任
）
清
水
師
の
本
尊
論
を
、
他
の
本
多
、
田
辺
両
師
の
説
と
清
水
梁
山
師
の
説
と
共
に
忌
憚
な
く
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
。
此
の
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頃
よ
り
両
師
の
論
戦
の
機
が
漸
や
く
熟
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
此
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
清
水
師
の
言
葉
を
要
約
す
れ
ば

③昭
和
八
年
の
六
月
発
行
大
崎
学
報
８２
号
に

「観
心
本
尊
抄
懸
詳
」
其
の
一
「
四
十
五
字
法
体
大
旨
」
を
出
し
て
、
山
川
智
応
氏
の
今
文

の

「
己
心
具
足
三
千
」
の

「
己
心
」
義
を
評
す
。
然
し
氏
は
同
次
号
に

「観
心
本
尊
抄
四
十
五
字
法
体
段
正
義
」
を
書
て
之
を
破
立
せ

ら
れ
た
り
。
是
に
於
て
乎
、
予
再
び

「観
心
本
尊
抄
四
十
五
字
法
体
の
大
旨
を
鑽
仰
す
」
を
出
し
て
之
を
破
立
し
た
り
。
然
る
に
予
の

「
鑽
仰
」
は
学
報
に
出
す
べ
く
既
に
出
で
た
る
氏
の
序
論
、
本
論
に
就
て
論
評
せ
り
…
…
然
も
…
…
結
論
は
序
論
、
本
論
の
結
論
な
れ

ば
、
根
本
義
に
於
て
碩
異
あ
る
理
な
き
を
思
う
て
結
論
の
論
評
は
今
秋
書
灯
親
む
べ
き
候
を
期
す
る
旨
を
報
ぜ
り
。
…
…
然
れ
ど
も
前

に
云
へ
る
如
く
、
結
論
は
即
ち
本
論
の
結
論
な
り
、
本
論
に
対
す
る
予
の
論
評
は
結
論
を
待
つ
必
要
が
な
い
と
思
う
此
れ
が

一
般
の
通

説
で
あ
る
。
氏
は
其
後

「
正
義
」
を
公
刊
し
、
結
論
を
待
た
ざ
る
予
の
論
評
を
指
摘
し
破
立
を
試
み
る
と
雖
も
、
予
が
破
立
は
依
然
厳

然
、
寧
ろ
氏
が
窮
余
憤
余
の
嘲
侮
威
嚇
の
醜
状
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
…
…
其
の
所
論
果
し
て
偏
に
自
法
愛
染
彼
此
愛
憎
心
な
き
耶
、

妄
り
に
経
文
祖
典
を
引
い
て
自
ら
荘
厳
し
て
他
を
侮
蔑
す
。
…
…
何
ぞ
其
僣
妄
な
る
や
。
嵯
復
何
等
の
残
忍
酷
烈
の
文
辞
ぞ
や
…
…

と
山
川
師
の

「観
心
本
尊
抄
四
十
五
字
法
体
正
義
の
結
論
」
に
対
し
清
水
師
は
怒
髪
天
を
突
き
盆
怒
心
頭
に
発
す
る
思
い
で
読
み
書
い
て

い
る
有
様
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
清
水
師
を
怒
ら
せ
た

「
正
義
の
結
論
」
を
書
い
た
山
川
師
に
も
云
い
分
が
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
昭
和
八
年
六
月
に
大
崎
学
報
に

清
水
師
の

「観
心
本
尊
抄
懸
禅

ｏ
其

一
」
の

「
四
十
五
字
法
体
大
旨
」
が
出
て
間
も
な
く
、
其
の
年
の
十
月
の
大
崎
学
報
に
山
川
師
も
投

稿
依
頼
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
然
し
三
十
年
記
念
号
で
あ
る
た
め
紙
数
の
制
限
を
受
け

「観
心
本
尊
抄
四
十
五
字
法
体
段
正
義
」
の
緒
論

と
序
論
と
本
論
し
か
書
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
然
も
清
水
師
の
論
文
は
五
十
頁
も
あ
る
の
に
山
川
師
は
二
十
頁
し
か
許
可
し
て
く
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
結
論
ま
で
書
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
偶
ヽ
身
延
祖
山
学
院
同
窓
会
か
ら

「
棲
神
」
誌
上
へ
の
原
稿
依
頼

を
受
け
た
の
で
、
此
れ
幸
い
と
先
の
残
り
の
結
論
を

「観
心
本
尊
抄
四
十
五
字
法
体
段
正
義
結
論
」
と
題
し
二
十
四
頁
分
を
書
い
て
十
月

四
十
五
字
法
体
論
管
見
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四
十
五
字
法
体
論
管
見

十
五
日
に
発
送
し
、
山
川
師
立
論
の
完
結
を
み
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
清
水
師
は
山
川
師
の
此
の

「
結
論
」
を
見
な
い
ま
ま
に
、
大
崎
学
報
の
記
念
号
の
山
川
師
の

「
正
義
」
に
対
し
て
痛
烈
な
論

評
を
書
き
加
え
て
、
京
都
平
楽
寺
書
店
よ
り

「観
心
本
尊
抄
懸
禅
」
を
出
版
す
る
と
申
し
送

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
驚
い
た
山
川
師
が
棲

神
誌
上
の

「
結
論
」
を
読
ん
で
か
ら
論
評
せ
ら
れ
た
い
と
云
い
送

っ
た
が
時
す
で
に
遅
く
、
ま
も
な
く
刊
行
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。
然
も
清
水
師
は
山
川
師
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

「
結
論
」
を
読
ん
で
再
び

「
山
川
智
応
氏
の

″観
心
本
尊
抄
四
十
五
字
法
体
段
正
義

の
結
論
″
を
評
す
」
と
い
う
論
文
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
此
の
様
に
山
川
師
は
清
水
師
よ
り
常
に
一
歩
づ
つ
遅
れ
て
対
論
し
て
い
る
形
で

論
争
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
此
の
事
は
山
川
師
も
強
調
し
て
い
る
。
即
ち

予
が
先
づ
尊
台
の
説
を
批
判
し
て

「
大
な
る
謬
り
な
り
」
と
い
へ
る
を
以
て
、
尊
台
は

「
大
崎
学
報
」
に

「観
心
本
尊
抄
要
義
其

一
＝

四
十
五
字
法
体
大
旨
」
を
公
表
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て

「
自
ら
進
む
で
論
争
を
挑
み
し
」
者
は
、
或
は
予
な
る
か
の
如
く
、
読
者
を

誤
解
せ
し
め
む
こ
と
を
惧
れ
、
甚
だ
し
き
迷
惑
を
感
ず
る
所
な
り
。
元
来
、
予
は
此
の
重
大
問
題
は
唯
両
人
に
て
静
閑
処
に
て
研
鑽
せ

む
と
提
議
せ
し
本
人
な
り
。
ま
た
今
度
の
論
究
を
決
す
る
前
に
も
、
尊
台
は
斯
る
重
要
問
題
に
お
い
て
、
吾
等
両
者
に
異
論
あ
る
如
き

は
、
他
宗
に
も
恥
か
し
と
懐
慨
せ
ら
れ
し
か
ば
、
さ
ら
ば
公
け
の
論
究
を
為
さ
ざ
ら
む
と
い
へ
る
は
予
な
り
。
此
の
時
は
予
は
教
場
に

て
一
回
の
外
、
未
だ
曾
て
公
け
に
尊
台
の
説
を
批
判
せ
し
こ
と
な
し
、
い
か
む
ぞ
自
ら
進
む
で
論
争
を
挑
ま
む
や
…
…
予
は
公
け
に

尊
台
の
義
を
批
評
す
る
意
志
を
豪
も
有
せ
ざ
れ
ば
、
さ
る
こ
と
を
敦
れ
も
書
き
た
る
記
憶
を
有
せ
ざ
る
が
如
き
、
余
り
の
不
思
議
き
に

貴
指
示
の

「毒
鼓
」
十
月
号
十
三
頁
を
見
る
に
…
…
ま
た
十
七
頁
に
も
…
…
二
十
四
、
三
十
五
頁
…
…
そ
の
外
、
尊
台
指
示
に
か
か
る

「
日
蓮
聖
人
研
究
」
第
二
巻
…
…

「
日
蓮
聖
人
の
実
現
の
宗
教
」
等
も
読
み
か
え
せ
し
が
、
本
門
の
三
法
妙
が
述
門
の
三
法
妙
に
異
る

を
説
く
に
止
ま
り
、
四
十
五
字
法
体
に
及
ば
ず
。
両
書
と
も
貴
説
の
論
評
と
お
も
は
る
る
処
は
字
も
な
し
、
尊
台
は
何
に
依
っ
て
此
の

言
を
為
さ
れ
た
り
や
、
予
の
記
憶
の
忘
失
な
れ
ば
明
文
を
示
さ
ん
こ
と
を
請
う
。
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と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
の
頃
よ
り
、
清
水
師
の
山
川
師
の
論
旨
に
対
す
る
批
評
は
次
第
に
言
葉
尻
を
捉
え
て
の
批
難
に
か
わ
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
即
ち
日
蓮
宗
の
静
岡
県
宗
報
紙
上
の
山
崎
海
宣
師
の
忠
告
に
対
し
て
も
、

⑤十
六
日
付
葉
書
と
貴
県
宗
報
今
十
八
日
拝
見
、
宗
報
巻
頭
論
文
は
山
崎
師
欺
、
御
忠
諌
慨
謝
…
Ｉ
彼
山
川
氏
の
態
度
如
何
、
相
互
解
領

発
表
研
究
書
に
自
ら

「
正
義
」
と
題
す
る
は
是
れ
相
手
を

「
邪
義
」
少
な
く
と
も

「異
議
」
呼
は
り
し
た
る
者
、
特
に
其
巻
頭
言
恐
れ
多

く
も
聖
訓
を
借
り
て
自
ら

「
正
義
邪
義
」
に
擬
し
、
特
に

「負
け
勝
ち
」
の
喧
嘩
辞
も
て

「
負
け
て
降
伏
せ
ざ
れ
ば
死
ぬ
る
ぞ
」
と
は
何

た
る
言
ぞ
や
、
ピ
ス
ト
ル
を
向
け
ら
れ
た
る
木
堂
己
上
な
り
。
加
う
る
に
六
月
十
二
日
の

「
大
日
本
」

「
思
師
御
清
養
日
誌
」
に
は

「
こ

れ
本
尊
論
と
い
っ
て
大
切
な
も
の
だ
、
そ
れ
に
山
川
が
今
そ
の
事
で
龍
山
と
議
論
を
し
て
お
る
か
ら
、　
一
つ
援
兵
を
出
し
て
や
ろ
う
か
と

思

っ
て
い
る
ξ
」
と
。
咄
哉
智
公
汝
い
何
の
資
格
を
以
て
我
を

「
龍
山
」
と
呼
捨
に
す
る
乎
。
設
へ
年
令
に
於
て
一
日
の
長
た
り
と
も
、

一
在
俗
の
身
を
以
て
、
出
家
を
呼
捨
に
す
る
は
、
世
出
の
礼
義
尚
許
さ
ず
…
…
現
宗
門
に
於
て
予
を

「龍
山
」
と
呼
捨
に
す
べ
き
者
は
、

大
聖
人
以
外
復
あ
る
べ
か
ら
ず
。
是
等
彼
師
資
の
暴
慢
の
態
度
が
予
を
憤
激
せ
し
め
、
自
然
激
語
を
発
せ
し
め
た
り
、
而
も
予
の
痛
罵
も

彼
れ
に
は
及
ば
ず
。
更
に
入
門
処
々
愚
弄
侮
蔑
予
の
論
評
己
上
な
る
は
御
読
取
に
や
、
但
し
双
方
共
甚
だ
醜
、
由
来
本
宗
の
論
争
は
此
弊

に
陥
り
、
世
人
に
漸
愧
、
例
て
は
今
回
は
此
醜
を
再
び
せ
ざ
る
べ
く
、
予
よ
り
予
め
山
川
氏
に
申
入
れ
た
る
に
終
に
是
の
如
し
…
…

と
あ
っ
て
感
情
を
む
き
出
し
に
し
た
読
む
に
た
え
ぬ
論
旨
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
山
川
師
も
ま
た

⑥尊
台
ま
た
初
め

「要
義
」
と
題
す

「要
」
の
一
字
ま
た
当
家
に
於
て

「
正
」
と
太
だ
異
ら
ず
¨

「要
義
と
題
す
る
は
僣
上
な
り
。
要
義

と
否
と
果
し
て
何
人
か
審
判
す
る
」
と
い
う
も
の
あ
ら
ば
如
何
。
昔

一
妙
日
導
師

「祖
書
綱
要
」
を
撰
す
。
果
し
て
祖
書
の
綱
要
な
り

や
否
や
「
何
人
か
此
を
審
判
す
る
。
乃
至
己
見
に
執
著
す
る
な
く
む
ば
、
何
ぞ
正
義
要
義
の
敦
れ
に
あ
る
か
の
決
せ
ざ
る
の
理
あ
ら
む

や
。
そ
の
決
せ
ざ
る
は
、
慢
我
自
高
、
或
は
名
利
に
拘
は
り
、
理
の
趣
ぐ
と
こ
ろ
も
荀
く
も
之
を
臓
過
せ
む
と
す
る
も
の
あ
る
に
由
ら

ず

乃
至
予
は
此
の
論
究
に
お
い
て
、　
一
句
の
悪
言
嘲
笑
を
交
う
る
こ
と
な
く
、
た
だ
理
を
究
め
義
を
尽
さ
ん
こ
と
を
欲
す
。
氏
の

「再
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鑽
仰
」
悪
言
嘲
笑
に
類
す
る
あ
る
も
予
は
之
を
咎
め
ず
、
た
だ
今
後
の
態
度
の
正
醇
を
希
う
の
み

と
云
っ
て
応
酬
す
る
。
此
の
様
に
宗
学
上
の
四
十
五
字
法
体
論
は
、
そ
の
問
題
点
を
離
れ
る
こ
と
枝
葉
か
ら
も
末
節
か
ら
も
、
遠
く
離
れ

て
し
ま
い
、
相
手
を
中
傷
す
る
言
辞
に
陥
っ
た
観
が
あ
る
。
而
し
て
昭
和
九
年
五
月
山
川
師
は

「
観
心
本
尊
抄
四
十
五
字
法
体
正
義
」
を

信
心
社
よ
り
出
し
、
論
争
の
要
点
を
集
約
し
、
清
水
師
は
昭
和
十
六
年
十
二
月

「観
心
本
尊
砂
講
義
」
を
平
楽
寺
書
店
よ
り
出
し
て
、
そ

の
付
録
に
山
川
師
と
の
論
争
の
要
点
を
集
録
し
、
や
が
て
世
界
第
二
次
大
戦

へ
と
時
代
が
移
り
ヽ
此
の
論
争
も
世
人
の
口
端
よ
り
消
え
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。二

、
清
水

・
山
川
両
師
の
法
体
段
に
対
す
る
主
張
の
要
点

１
、
清
水
師
の
主
張
の
要
点

イ
、
此
の
四
十
五
字
の
法
体
を
、
本
述
に
配
分
す
る
と
雖
も
、
此
の
法
体
は
本
門
の
三
法
妙
の
一
念
三
千
の
観
心
の
法
体
で
あ
る
こ
と

を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
図
解
す
る
と

（要
義
２．
、
懸
禅
１７
頁
参
照
）

高
蠅
輔
醐
笏
薇
雉
博
同
目
一逸
？

所
化
以
同
体
（噺
靴
（の
動
琢
わ
（衆姓
）
も
同
じ
）

衆
生
法
妙
―

三
法
妙

―

此

即

己

心

三

千

具

足

三

薔
鮮
請
同
也

一
一
一
¨
一
一
』
黎
て（
法し
綺
軸
のの遠妙
一
¨

‐この生ど
い
［
ｍ
）
‐

心

法

妙
″―

口
い

「
己
心
」
を
山
川
師
が
本
仏
の
己
心
と
称
し
て
い
る
が
、
本
尊
抄
全
文
中
に
は
文
義
意
絶
無
で
あ
る
し
、
山
川
師
が
そ
の
著
の
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「
正
義
」
に
常
、
朝
、
忠
等
諸
先
哲
の
文
を
引
用
し
て
仏
界
己
心
義
の
証
文
と
し
て
い
る
が
、
是
等
は
か
え
っ
て
、
凡
夫
己
心
義
の
証
文

と
な
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

ハ
、
此
の
四
十
五
字
は
、
正
し
く
本
門
寿
量
文
底

の
一
体
三
宝
、　
一
念
三
千
の
観
心
轟
翻
妙
審

の
法
体
で
あ
る
。
然
も

「観
心
」
は

事
理
を
問
は
ず
先
づ
通
じ
て
十
界
三
千

３
醒
辱
‐ま‐と
鮮
品
）
の
迷
悟
因
果

（法
）
を
判
じ
、
又
其
互
具
互
融

（妙
Ｙ
を
示
し
、
而
も
三
法
の

中
に
就
て
彼
生
仏
を
去
っ
て
、
別
し
て
此
の

「行
者
の
己
心
」
に
就
く
の
が
定
判
綱
格
で
あ
る
。

二
、
若
し
、
此
の
四
十
五
字
を
山
川
師
の
如
く
単
に
仏
界
所
具
の
九
界
と
解
し
、
本
仏
果
上
の
妙
用
で
あ
る
本
門
の
十
妙
の
本
因
、

果
、
国
の
三
妙
に
配
当
し
、
単
に

一
仏
法
妙
、
本
仏
本
尊
の
法
体
を
明
す
文
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

Ａ
、
単
に
所
観
の
妙
境
、
本
尊
の
法
体
の
義
を
成
じ
て
、
能
観
の
妙
境
、
題
目
の
法
体
の
義
を
成
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
総
題
の

「観
心
」
と
云
い
、
送
状
の

「観
心
ノ
法
門
」
と
云
う
も
、
所
観
の
本
尊
の
法
体
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
。

Ｂ
、
所
観
の
妙
境
の
本
尊
に
つ
い
て
も
、
云
う
な
れ
ば
教
門
本
仏
本
尊
、
観
門
己
心

（凡
夫
）
本
尊
の
二
義
が
自
ら
備
は
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
然
る
を
山
川
師
の
如
く
な
れ
ば
、
単
に
仏
法
妙
本
仏
本
尊
の
み
の
法
体
と
な
り
、
観
門
己
心
本
尊
の
義
を
欠
く
こ
と

に
な

る
。

Ｃ
、
此
の
文
は
明
ら
か
に
三
法
妙
判
で
あ
っ
て
、
在
他
の
生
仏
を

「
己
心
」
に
摂
帰
し
給
う
と
の
文
義
分
明
で
あ
る
。
そ
れ
を
三
法
妙

の

「
心
法
」
を

「
本
果
の
仏
心
」
と
為
す
が
如
き
は
、
二
門
二
家
は
愚
ろ
か
経
論
絶
無
の
珍
法
門
で
あ
る
。

ホ
、
若
し
単
に
本
果
仏
法
妙
を
明
す
文
と
す
る
も

「
己
心
」
は
本
因
妙
の
摂
属
に
し
て
断
じ
て
本
果
妙
の
本
仏
の

「
己
心
」
に
非
ず
。

「
己
心
」
の
言

「
行
者
己
心
」
な
る
こ
と

一
代
結
論
の
定
判
で
あ
る
。
然
る
に
山
川
師
は
、
古
人
の
因
果
国
三
妙
配
釈
に
依
っ
た
上
に
、

綱
要
師
等
の
三
法
妙
判
を
も
併
用
し
て
い
る
。
而
し
て
、
三
妙
は
専
ら
果
上
の
妙
用
に
限

っ
て
因
人
に
通
ぜ
ず
。
三
法
妙
は
迷
悟
因
果
に

通
ず
。
此
性
質
を
殊
に
す
る
二
種
の
法
相
教
義
を
並
べ
用
い
た
か
ら
両
頭
の
蛇
、
二
途
不
摂
、
進
退
谷
ま
る
の
状
憫
笑
に
禁
じ
へ
た
り

四
十
五
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へ
、
在
文
分
明
な
る
三
法
妙
判
の
文
を
古
今
人
或
は
本
門
十
妙
の
三
妙
に
配
釈
し
た
る
は
、
徒
ら
に
寿
量
の
文
上
教
相
に
と
ら
は
れ
、

文
底
三
法
妙
に
約
し
て
い
る
事
観
の
法
体
を
明
さ
れ
た
聖
意
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

２
、
山
川
師
の
主
張
の
要
点

イ
、
此
の
文
が
、
本
宗
の
三
法
妙
た
る
は
共
許
の
義
で
あ
る
と
思
う
。
然
る
に
清
水
師
は
本
述
二
門
、
台
当
両
家
の
三
法
妙

一
轍
な
り

と
独
断
せ
ら
る
る
も
、
其
の
然
る
べ
き
道
理
及
び
聖
典
台
釈
の
依
拠
の
文
証
が
挙

っ
て
お
ら
ぬ
。

口
、
此
の
文
が
本
門
の
十
妙
に
約
し
て
説
く
と
定
ま
れ
ば
、
其
の
衆
生
法
妙
は
、
必
ず
本
替
属
妙
を
以
て
し
、
本
因
妙
に
配
す
べ
き
で

あ
る
。
然
ら
ば
聖
文
の

「
所
化
」
は
必
然
的
に

「本
化
」
と
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
然
る
に
清
水
師
が

「本
化
」
に
非
ず
と
い
う
て
お

る
が
、
で
は
道
理

・
文
証
を
挙
げ
て
説
明
せ
ら
れ
た
い
。

ハ
、
此
の
文
の

「今
本
時
娑
婆
…
…
所
化
以
同
体
」
の
三
十
二
字
は
本
門
の
教
相
を
尽
し
た
文
で
あ
る
。
即
ち
、
本
門
の
教
相
の
精
要

で
あ
る
本
国
土
、
本
因
、
本
果
の
三
妙
を
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
他
の
本
感
応
妙
、
本
神
通
妙
、
本
説
法
妙
、
本
替
属
妙
、
本

利
益
妙
、
本
寿
命
妙
、
本
涅
槃
妙
の
七
妙
は
任
運
に
こ
の
三
妙
に
摂
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て

「
此
即
己
心
三
千
具
足
｝
等
の
十
三

字
は
、
従
教
起
観
し
て
本
門
の
観
心
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
、
清
水
師
は
本
抄
の

「
己
心
」
と
は
悉
く
凡
夫
六
識
陰
妄
の
己
心
な
り
と
主
張
し
、
そ
の
証
拠
と
し
て
０
本
抄
巻
頭
の

「
止
観
」
の

「夫

一
心
」
の
文
、
０

「観
心
者
、
観
二我
己
心
一、
見
二十
法
界
一、
是
云
二観
心
一也
」
の
文
、
０

「我
等
凡
夫
心
」
の
文
、
０

「我
等
己

心
所
具
」
０

「我

一
念
十
界
、
己
心
三
千
欺
」
等
の
文
を
挙
げ
て
い
る
。
然
し
０
は
証
拠
に
な
ら
な
い
。
余
は
四
十
五
字
の
法
体
の
己
心

は

「本
仏
の
己
心
」
で
あ
る
と
思
う
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
文
の
意
で
あ
り
祖
意
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
此
の
文
の
直
下
に

「
述
門
十
四
品
ニ
ハ
未
ダ
之
ヲ
説
カ
ズ
」
と
あ
る
。
衆
生
己
心
具
足
の
一
念
三
千
な
ら
ば
述
門
十
四
品
中
、
特
に
方
便
品
に
説
く
の
が
当

然
で
あ
る
が
そ
れ
が

「
述
門
十
四
品
未
説
之
」
と
あ
る
。
故
に
本
門
寿
量
品
の
本
仏
の
己
心
で
あ
る
。
こ
れ
が
祖
意
で
あ
る
。
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上  当  上

旱典 堂‐
陰 生      .

３
、
両
師
の
主
張
の
要
約

優
陀
那
日
輝
及
び

一
妙
日
導
の
学
系
を
祖
述
す
る
立
場
か
ら
心
法
妙
「
仏
法
妙
、
衆
生
法
妙
の
三
法
妙
の
上
か
ら
四
十
五
字
の
法
体
を

論
じ
た
の
が
清
水
師
で
あ
り
、
此
れ
に
対
し
て
山
川
師
は
本
因
妙
、
本
果
妙
、
本
国
土
妙
の
三
妙
の
上
か
ら
四
十
五
字
の
法
体
を
論
じ
た

の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
問
題
点
は
、
妙
判
中
の

「
己
心
三
千
」
の

「
己
心
」
を
、
清
水
師
は
我
等
の
因
迷
の
一
心

一
念
ヽ
日
夜
現
前
刹

那
生
滅
の
六
識
陰
妄
の
凡
夫
心
で
あ
る
と
も
「
山
川
師
は
本
尊
抄
の
次
の
文
と
あ
わ
せ
て
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
本
仏
果
上
の

「仏
心
」

で
あ
る
と
主
張

‐し
た
の
で
あ
る
。

´
　

　

三
、
他
師
の
四
十
五
字
に
対
す
る
考
え

両
師
の
論
争
に
直
接
介
入
し
論
評
を
加
え
て
い
る
の
は
清
水
師
の
学
系
に
属
す
る
高
田
恵
忍
師
が
お
り
、
苅
谷
日
任
師
は
直
接
介
入
で

は
な
い
が
四
十
五
字
妙
判
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
（麒
喘
時
敵
猫
∽
峨
鰤
な
わ
↑
Ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
・・
「

○
高
田
恵
忍
師
…
…

「観
心
本
尊
抄
の
観
心
義
論
争
の
核
心
」
の
中
に
於
て
、
山
川
師
の
説
に
対
し
て
批
判
し
て
い
る
。
今
そ
の
要
点
を

四
十
五
字
法
体
論
管
見
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挙
げ
る
と
、

ｌ⑦
、
先
哲
八
家
が
本
門
の
十
妙
の
本
因
果
国
の
三
妙
を
用
い
て
四
十
五
字
を
釈
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
行
者
己
心
で
、
仏
界
己
心
で
は

な
い
っ
そ
れ
に
対
し
て
山
川
師
は
、
だ
か
ら
自
分
も
本
法
受
持

一
念
と
立
て
て
行
者
己
心
の
こ
と
も
説
い
て
い
る
で
は
な
い
か
と
云

う
が
、
龍
山
師
は
先
哲
八
家
と
同
じ
く
最
初
か
ら
行
者
己
心
、
即
ち
凡
夫
心
で
論
を
す
す
め
て
い
る
。
然
る
に
先
づ
仏
界
己
心
、
次

に
行
者
己
心
と
二
段
構
へ
で
ゆ
く
山
川
師
の
よ
う
な
曲
乗
宗
学
を
以
て
正
統
宗
学
を
論
議
さ
れ
て
は
困
る
。

２
、
中
川
日
史
師
の

「観
心
本
尊
抄
提
案
」
に
も
、
己
心
を
仏
凡
相
対
し
て
凡
夫
心
仏
法
及
衆
生
法
の
客
観
に
対
し
て
主
観
行
者
の
心

法
と
解
し
て
い
る
。
理
即
の
凡
夫
も
性
徳
門
、
法
体
門
に
は
本
よ
り
三
千
を
具
し
て
い
る
。
然
れ
ど
も
今
の
意
は
別
し
て

「名
字
即

の
位
よ
り
即
身
成
仏
す
る
」
妙
行
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
中
川
師
の
如
く
、
凡
夫
心
と
云
っ
て
も
名
字
信
順
の
行
者
に
約
す
る
こ

と
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

然
る
に
山
川
師
は
、
凡
夫
己
心
と
行
者
己
心
と
に
分
け
、
仏
界
己
心
に
対
し
て
三
段
構

へ
、
二
重
の
己
心
を
立
て
て
い
る
。
此
の

よ
う
な
新
法
相
が
和
漢
仏
教
辞
典
に
果
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。
三
段
構
へ
の
論
法
は
簡
単
明
瞭
を
欲
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
自
馬
非

馬
の
詭
弁
、
新
聞
屋
的
理
屈
で
あ
る
。

３
、
四
十
五
字
法
体
前
後
の
文
の
己
心
が
悉
く
行
者
己
心
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
四
十
五
字
の
己
心
だ
け
が
急
に
仏
界
己
心
と
な
る
の

は
間
違
い
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一

４
、
山
川
師
が
、
己
心
と
い
う
法
相
は
、
玄
義
観
心
十
妙
の
下
に
も
あ
る
と
お
り
、
本
門
十
妙
は
第
十
仏
界
の
妙
用
を
説
い
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
然
し
、
今
此
処
で
の
観
心
は
凡
夫
の
観
心
証
入
の
方
法
を
示
し
た
場
面
で
あ
る
か
ら
、
観
心
の
心
は
凡
夫
行
者
在
迷

の
心
法
で
、
因
迷
果
悟
の
十
妙
十
具
せ
る
を
観
ず
る
の
で
あ
る
。

５
、
玄
義
本
門
十
妙
を
心
仏
衆
生
の
三
法
に
配
釈
せ
る
意
を
誤
解
し
て
、
本
妙
の
下
の
心
法
を
仏
の
心
法
と
し
、
天
台
の
所
判
に
も
あ
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る
通
り
仏
界
己
心
だ
と
主
張
す
る
が
、
十
妙
は
独
り
果
仏
の
み
に
具
は
る
も
の
で
は
な
く
、
迷
悟
因
果
、
即
ち
、
心
仏
衆
生
の
三
法
、

即
ち
十
界
皆
各
具
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

○
中
川
日
史
著

「観
心
本
尊
抄
提
案
」
に
批
評
で
は
な
い
が

「
己
心
」
を
ば
凡
夫
行
者
の
己
心
と
云
っ
て
い
る
ρ

Ｏ
望
月
歓
厚
師
は
、
清
水
師
の

「観
心
本
尊
抄
の
観
心
と
信
心
」
に
望
月
師
が
初
心
学
徒
の
迷
惑
を
慮
り
て
所
見
を
発
表
し
な
い
か
ら
、

山
川
師
に

「輝
師
亦
我
義
也
、
望
月
氏
之
を
援
証
せ
り
ξ
」
と
云
は
し
め
た
と
批
難
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
望
月
師
も
本
尊

抄
講
義
で
は
己
心
は
行
者
己
心
と
云
っ
て
伝
統
宗
学
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
ｐ

Ｏ
馬
田
行
啓
師
の

「
日
蓮
」
の
観
心
本
尊
抄
の
下
に
あ
る
己
心
義
に
つ
い
て
は
、
さ
し
さ
わ
り
な
く
清
水
、
山
川
両
師
共
に
行
啓
師
の
自

説
と
同
じ
で
あ
る
と

「
信
心
」
及
び

「観
心
と
信
心
」
の
所
で
述
べ
て
い
る
。

○
田
辺
善
知
師
の

「観
心
本
尊
抄
通
解
」

（
一
五
〇
頁
）
は

「
己
心
に
就
て
、
或
は
法
界
周
辺
の
大
心
と
云
い
、
或
は
行
者
の
信
念
、
若

く
は
観
念
と
云
う
、
此
等
は
共
に
学
者
の
異
義
、
上
来
の
文
義
に
応
ぜ
す
。
上
に
数
々

「
我
等
己
心
」
と
あ
る
は
執
れ
も
凡
夫
の
迷
信

を
指
す
。
ま
た
敢
て
信
不
信
と
観
不
観
と
を
簡
ば
ず
、
殊
に
今
の

「
己
心
」
は
能
具
の
一
念
を
云
う
。
乃
ち

一
切
衆
生

一
一
に
現
起
す

る
前
滅
後
生
の
刹
那
心
な
り
…
…
」
と
云
っ
て
、
清
水
師
の
己
心
論
と
相
似
の
趣
き
で
あ
る
。

○
新
間
智
啓
師
は
両
師
か
の
寄
贈
本
に
つ
い
て
の
礼
状
を
挙
げ
て
、
両
師
が
共
に
自
説
と
同
じ
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。

③

○
苅
谷
日
任
師
に
つ
い
て
は
、
清
水
師
の

「観
心
と
信
心
」
の
中
で
山
川
師
が

「
尼
崎
学
叢
の
苅
谷
師
の
四
十
五
字
法
体
弁
亦
余
の
義
に

同
じ
野
」
と
云
っ
て
い
る
が
、
山
川
の
師
匠
田
中
居
士
は
夙
に
隆
師
崇
拝
者
な
れ
ば
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。
予
は
設
へ
苅
谷
師
の
説
が

隆
師
の
義
で
あ
っ
て
も
、
本
抄
の
文
義
意
上
学
的
に
断
じ
て
従
う
訳
に
は
い
か
ぬ
。

そ
の
他
に
も
四
十
五
字
法
体
に
対
す
る
所
論
が
あ
る
が
、
今
は
略
す
。

四
十
五
字
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四
、
苅
谷
日
任
師
の
四
十
五
字
妙
判
論

理
谷
師
は
そ
の
著
に
、
四
十
五
字
の
妙
判
は
、
そ
の
前
文
が
今
日
一
代
五
十
余
年
の
説
法
た
る
始
成
権
仏
の
所
説
の
身
土
、
即
ち
述

中
の
身
土
を
悉
く
無
常
の
身
土
な
り
と
破
し
た
の
を
受
け
て
、
次
に
本
地
の
法
相
た
る
身
土
を
顕
わ
さ
れ
た
文
で
あ
っ
て
、
此
の
四
十

五
字
の
妙
判
に
よ
っ
て
、
真
実
た
る
本
地
久
遠
の
一
念
三
千
を
顕
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
云
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一

而
し
て
、
此
の
妙
判
を
、
約
脱
、
約
種
、
約
種
脱
合
の
三
約
に
分
て
論
じ
て
い
る
。
第

一
の
約
脱
の
上
か
ら
四
十
五
字
を
み
る
と
き

は
、
久
遠
本
仏
果
上
の
一
念
三
千
を
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
本
地
久
遠
法
身
本
因
果
不
二
の
理
具

一
念
三
千
を
顕
成
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
第
二
の
約
種
の
上
か
ら
四
十
五
字
を
み
る
と
き
は
、
久
遠
本
仏
因
上
の
一
念
三
千
を
明
し
た
る
も
の
で
あ

る
。
即
ち
本
地
久
遠
報
身
本
因
果
而
二
の
事
具

一
念
三
千
を
顕
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
っ
第
二
の
約
種
脱
合
の
上
か

ら
四
十
五
字
を
み
る
と
き

「本
因
本
果
不
二
の
理
具

一
念
三
千
と
本
因
本
果
而
二
の
事
具
の

一
念
三
千
と
い
此
の
理
事
の

一
念
三
千
の

二
法
は
対
立
す
る
も
の
で
は
無
く
、
本
因
果
不
二
の
理
具

一
念
三
千
は
境
智
を
具
し
て
境
と
な
り
、
本
因
果
而
二
の
事
具

一
念
三
千
は

境
智
を
具
し
て
智
と
な
り
。
互
に
境
は
智
に
合
し
智
は
境
に
冥
し
て
、
本
因
本
果
の
一
念
三
千
の
仏
種
子
を
成
立
し
、
末
法
下
種
の
仏

種
子
を
極
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
論
じ
、
境
智
冥
合
し
て
末
法
下
種
の
仏
種
子
を
成
立
さ
せ
る
法
体
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ

Ｚり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　，　　　　　　　．　　　　　　　　　　　，

而
し
て
苅
谷
師
は
、
此
の
四
十
五
字
の
妙
判
と
、
次
の

「述
門
十
四
品
…
…
未
熟
故
敗
Ｌ
の
文
を
対
比
し
、
所
謂
、
四
十
五
字
の
法

体
の
文
は
、
本
地
久
遠
の
一
品
二
半
の
一
念
三
千
を
あ
ら
わ
す
文
で
あ
り
、
そ
の
結
び
と
し
て

「述
門
十
四
品
…
…
未
熟
故
敗
」
と
仰

せ
ら
れ
次
の

「
此
本
門
肝
心
於
南
無
妙
法
蓮
華
経
…
…
説
八
品
付
嘱
之
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
真
実
の
本
地
の
妙
法
蓮
華
経
を
顕
は
さ
れ

た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
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次
に
己
心
に
つ
い
て
は
、
脱
に
約
し
て
云
え
ば
本
地
、
本
因
本
果
不
二
の
久
遠
法
身
本
仏
果
上
の
己
心
で
あ
り
。
種
に
約
し
て
云
え

ば
本
地
本
因
果
而
二
の
久
遠
報
身
本
仏
の
己
心
で
あ
っ
て
常
証
の
上
か
ら
は
大
慈
悲
長
寿
の
己
心
で
あ
り
、
常
修
の
上
か
ら
は
本
化
上

行
菩
薩
の
一
念
信
心
の
己
心
で
あ
る
。
と
論
じ
、
常
証
の
辺
か
ら
は
仏
心
で
あ
り
、
常
修
の
辺
か
ら
は
行
者

（本
化
上
行
菩
薩
）
の
一

念
信
心
の
己
心
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
日
隆
聖
人
の
四
十
五
字
妙
判
観

日
隆
聖
人
の
本
尊
抄
の
科
文
中
、　
天
「本
時
娑
婆
世
界
…
…
八
年
之
間
但
限
八
品
」
の
妙
判
に

「中
科
第
二
、
正
シ
ク
本
門
依
正
久

遠
ノ
一
念
三
千
ノ
外
ヲ
顕
ス
三
」
と
懸
科
し
、
そ
の
妙
文
の
初
め
の

「今
本
時
…
…
」
等
の
四
十
五
字
に
対
し
て
、

「小
科
第

一
、
本

門

一
品
二
半
ノ
正
宗
ノ
意
二
約
シ
テ
理
具

一
念
三
千
ヲ
顕
ハ
ス
」
と
懸
科
さ
れ
て
い
る
。

即
ち

「中
科
第
二
」
の
科
文
の
要
旨
は
、
五
味
主
の
本
門
法
華
経
に
於
て
理
事
の
一
念
三
千
を
論
明
せ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
亜
し

く
本
地
本
門
法
華
経
の
法
相
た
る
十
界
依
正
は
、
常
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
久
遠
の
一
念
三
千
の
実
体
能
摂
事
具

南
無
妙
法
蓮
華
経
を
顕
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
れ
に
よ
っ
て
一
念
三
千
の
出
処
も
顕
は
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、此
の
本
文
は
、

分
れ
て
三
と
な
る
。
と
云
う
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
初
め
の

「小
科
第

一
」
即
ち
四
十
五
字
の
妙
判
に
つ
い
て
の
科
文
の

要
旨
は
、
五
味
主
の
本
門
法
華
経
に
於
て
、　
一
品
二
半
の
正
宗
の
意
に
約
し
て
常
住
久
遠
の
十
界
依
正
の
法
相
を
明
し
て
、
理
具

一
念

三
千
を
顕
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
云
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

即
ち
中
科
第
二
と
科
文
せ
ら
れ
た
妙
判
の

「今
本
時
…
…
以
下
…
…
但
限
八
品
」
は
、
本
地
本
門
法
華
経
の
法
相
た
る
十
界
依
正
、

理
具

一
念
三
千
の
別
体
と
、
事
具

一
念
三
千
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
の
総
別
能
所
、
本
地
本
門
常
住
久
遠
の
事
理
の
一
念
三
千
の
所

在
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
妙
判
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
日
隆
聖
人
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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従

っ
て
日
隆
聖
人
は
、
四
十
五
字
の
妙
判
を
本
地
本
門
八
品
の
教
相
の
立
場
か
ら
、
商
前
述
門

の
諸
経
今
日

一
代
五
十
余
年
の
教
経

の
法
相
を
破
し
て
、
本
地
本
門
法
華
経
を
顕
わ
し
、
而
し
て
其
の
久
遠
常
住
の
法
相
を
顕
わ
さ
れ
た
も
の
と
拝
読
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

①

ま
た
日
隆
聖
人
は
此
の
妙
判
に
添
詮
を
さ
れ
て
、

観
心本
尊抄
Ｌ
バく、補
柾
酷
藤
摯
麗
脚副難
出
四劫常
住浄
土也
。一鮨
町麟量
舗
鶴
針
矩
ダ
。一面
間じ
殆
驚
筆
棚
拶
。

己
心
三
千
具
足
三
種
世
間
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

と
あ
る
。
此
の
添
註
は
四
十
五
字
の
妙
判
が
本
因
果
国
の
陰
生
士
依
正
互
具
の
一
念
三
千
を
教
小
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
尊
抄
科
文

と
同
意
で
あ
る
。
な
ん
と
な
ら
ば
弘
経
抄
に

「
此
の
本
地
甚
深
の
妙
法
蓮
華
経

（私
註

・
所
摂
の
法
と
は
）
陰
生
土
三
世
間
、
依
正
互

具
三
千
な
り
、
玄
の
七
の
本
の
十
妙
の
初
の
本
因
本
果
本
国
土
是
れ
な
り
。
謂
く
本
因
本
果
は
能
居
の
陰
生
二
世
間
な
り
。
本
国
土
は

所
居
な
り
国
土
世
間
な
り
。

此
の
因
果
国
の
陰
生
土
依
正
互
具
の
三
千
を
妙
法
蓮
華
経
に
収
む
る
な
り
。」
と
あ
っ
て
、
本
因
果
国
三

妙
陰
生
土
三
世
間
依
正
互
具
三
千
は
、
総
名
所
摂
の
事
具
三
千
な
る
こ
と
を
教
示
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
己
心
三
千
具
足
の
己
心
に
つ
い
て
、

⑪

日
隆
聖
人
弘
経
抄
に

「仏
法
の
大
体
は
教
を
授
け
て
教
を
知
ら
し
む
る
事
は
修
行
の
為
な
り
。
修
行
と
は
観
心
な
り
。
然
る
に
前
の

因
縁
約
教
本
述
は
教
な
り
他
の
宝
な
り
。
故
に
此
の
因
縁
約
教
本
述
の
他
宝
を
自
心
の
宝
に
成
ず
る
は
観
心
釈
の
処
中
な
り
之
に
依
て

疏
の
一
に
云
く
若
し
述
を
尋
ぬ
れ
ば
述
広
し
徒
ら
に
自
ら
疲
労
す
○
但
だ
己
心
の
高
広
を
観
し
て
無
窮
の
聖
応
を
控
ζ
ギ
記
に
之
を
受

け
て

（中
略
）
但
だ
心
を
観
す
る
故
に
己
心
の
高
深
に
達
す
る
は
己
が
本
を
見
る
な
り
○
理
を
以
て
摂
す
る
が
故
に
己
心
の
該
広
に
達

す
れ
ば
己
が
述
を
見
る
な
り
ξ
。
前
の
三
釈
は
教
に
て
は
権
実
本
述
な
り
と
云
へ
ど
も
己
心
に
入
り
て
三
千
を
成
す
な
り
」
と
あ
っ

て
、
述
門
に
於
け
る
観
心
の
処
中
を
説
き
己
心
の
三
千
に
つ
い
て
ふ
れ
、
次
に
本
門
に
お
け
る
観
心
に
つ
い
て

「
観
心
と
は
前
の
三
を

己
心
に
入
れ
て
之
を
信
ず
れ
ば
今
の
観
心
の
行
者
即
ち
過
去
下
種
本
因
妙
名
字
観
心
の
行
者
と
成
っ
て
（中
略
）
末
代
凡
愚
の
身
た
り
と
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雖
も
無
二
の
信
心
を
以
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ふ
れ
ば
速
に
名
字
即
妙
覚
の
位
に
至

っ
て

（以
下
略
と
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
此
れ

ら
は
所
謂
無
二
の
信
心
あ
る
行
者
が
唱
題
す
る
一
念
の
己
心
を
云
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
尊
抄
の

「
此
即
己
心
三

千
具
足
三
種
世
間
也
」
と
仰
せ
ら
れ
た
十
界
依
正
事
具
三
千
の
体
を
顕
す
に
は

「
己
心
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
あ

る
。
即
ち

「今
本
時
娑
婆
…
…
所
化
以
同
体
」
な
る
本
因
果
十
界
互
具
、
本
地
久
遠
事
常
住
の
身
土
、
三
千
の
法
相
を
以
て
、
之
を
己

心
に
入
ら
し
め
て

「
此
即
己
心
三
千
具
足
…
…
」
と
事
具

一
念
三
千
を
極
成
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
此
の
事
具

一
念
三
千
も

次
の
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
対
す
れ
ば
理
具

一
念
三
千
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

而
し
て
此
の

「
己
心
」
に
つ
い
て
在
滅
の
二
種
が
分
別
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
。
然
し
本
尊
抄
の
今
の
文
に
あ
る
己
心
は

一
向
滅
後
流

①

通
の
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
此
の
己
心
に
つ
い
て
忠
師
見
間
に

「滅
後
に
約
し
て
云
時
は
能
化
の
蓮
師
大
士
も
所
化
の
本
門
直
機
も
事

の
一
念
三
千
具
足
の
衆
生
也
。
髪
を
以
て
己
心
、
三
千
具
足
三
種
世
間
也
一ギ
（以
下
略
と
と
云
い
、
「
己
心
」
は
能
化
の
も
の
で
も
あ
り

所
化
の
も
の
で
も
あ
り
、
凡
夫
心
で
も
仏
心
で
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
然
し
能
所
の
己
心
で
あ
っ
て
も
理
具
三
千
は
無
始
性
徳
の
法

⑬

と
し
て
具
し
て
い
る
が
、
事
具
三
千
は
修
徳
の
法
と
し
て
述
円
十
四
品
を
過
て
本
門
に
至

っ
て
顕
は
る
る
の
で
あ
る
。
更
に
忠
師
見
間

に
は

「
此
事
具
三
千
を
己
心
の
具
徳
と
顕
す
事
は
寿
量
品
を
信
ず
る
行
者
に
取
て
の
事
也
。
不
信
行
者
に
取
て
は
衆
生
理
具
三
千
故
能

感
の
分
斉
也
。
此
事
の
三
千
の
法
体
を
言
説
に
出
し
て
説
玉
う
を
寿
量
品
と
云
う
。
其
を
つ
づ
め
て
付
嘱
あ
る
処
が
上
行
所
伝
の
秘
法

也
。
愛
を
此
本
門
肝
心
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
等
ξ
。
上
に
此
己
心
三
千
具
足

の
判
是
指

し
て
此
本
門
ξ
」
と
あ
っ
て
、
事

一
念
三

千
、
総
名
受
持
の
一
念
を
己
心
と
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
日
隆
聖
人
の

「
末
代
凡
愚
の
身
た
り
と
雖
も
無
二
の
信
心
を
以
て
…

…
」
と
仰
せ
ら
れ
た
通
り
の
無
二
の
信
心
を
も
っ
て
唱
題
す
る
と
こ
ろ
の
己
心
を
云
う
の
で
あ
る
。
即
ち
本
地
久
遠
報
身
本
化
上
行
菩

薩
の
一
念
信
心
の
己
心
を
滅
後
末
法
我
等
受
持
信
者
の
信
心
口
唱
の
無
二
の
一
念
の
己
心
が
日
隆
聖
人
の
己
心
観
で
あ
る
。

而
し
て
い
此
の
己
心
は
、
ま
た
日
隆
聖
人
の
仰
せ
の
如
く
、
本
地
久
遠
の
報
身
の
本
仏
釈
尊
の
一
念
に
し
て
、
久
遠
報
身
本
仏
の
大
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慈
悲
の
一
念
の
己
心
で
も
あ
る
。
即
ち
本
尊
抄
結
文
に
あ
る

「不
識

一
念
三
千
者
仏
起
大
慈
悲
」
と
仰
せ
ら
れ
た
本
仏
果
上
大
慈
悲
の

一
念
の
己
心
で
あ
る
。
そ
の
己
心
は
日
隆
聖
人
が

「
此
の
娑
婆
世
界
に
久
遠
の
昔

（本
因
妙
の
本
地
）
釈
尊
は
、
先
づ
修
因
感
果
し
て

妙
法
蓮
華
経

（事

一
念
三
千
）
を
証
得
し
娑
婆
世
界
の
一
切
の
衆
生
を
化
し
て
、
卜
と
仰
せ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
妙
法
蓮
華
経
を
証
得
し

④

た
果
上
の
己
心
で
あ
り
、　
日本
地
の
報
身
は
長
寿
に
し
て
慈
悲
を
滅
後

（末
法
）
最
下
の
悪
人
に
下
種
」
さ
れ
よ
う
と
し
た
本
仏
の
長

寿
慈
悲
の
己
心
で
も
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

結
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

以
上
四
十
五
字
の
妙
判
に
つ
い
て
清
水

・
山
川
両
師
の
論
争
よ
り
終
り
日
隆
聖
人
の
妙
判
観
に
つ
い
て
略
述
し
た
が
ヽ
此
の
四
十
五
字

の
妙
判
は
本
尊
抄
の
中
で
も
理
事
の
一
念
三
千
を
論
明
す
る
主
要
な
位
置
に
あ
り
、
簡
単
に
見
す
ご
す
こ
と
の
出
来
ぬ
妙
判
で
あ
る
。
然

し
多
く
の
先
師
は
余
り
釈
を
加
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
、
両
師
の
論
争
以
後
の
本
尊
抄
の
講
釈
に
於
て
は
、
詳
説
し
自
説
す
る
先

師
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
両
師
の
功
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

当
宗
の
先
師
に
於
て
は
日
隆
聖
人
を
始
め
妙
蓮
寺
日
忠
、
本
能
寺
日
行
等
の
先
師
が
深
く
釈
を
加
え
て
い
る
。
日
隆
聖
人
は
弘
経
抄
で

「次
に
今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
で
た
る
常
住
の
浄
土
な
り
と
云
う
よ
り
次
下
の
在
世
の
本
門
と
末
法
の
始
め
は
一

同
に
純
円
也
。
但
し
彼
は
脱
此
は
種
也
。
彼
は
一
品
二
半
此
は
但
題
目
の
五
字
也
と
云
う

一
品
二
半
と
八
品
と
相
対
分
別
し
て
終
に
本
門

八
品
上
行
要
付
の
十
妙
惣
在
の
妙
法
蓮
華
経
を
釈
す
る
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
、
此
の
四
十
五
字
が

「本
門

一
品
二
半
の
正
宗
の
意
に
約
し

て
理
具

一
念
三
千
を
顕
は
す

（科
文
と

重
要
な
妙
判
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
述

一
致
教
学
と
本
述
勝
劣
教
学

の
両
教
学
の
基
盤
が
清
水

・
山
川
両
師
の
論
争
発
展
と
な
っ
た
が
、
本
述
勝
劣
教
学
に
於
て
も
、
述
中
之
本
、
別
体
寿
量
中
心
教
学
が
自

説
を
主
張
し
本
地
総
在
、
本
門
八
品
の
教
学
に
論
争
を
持
ち
込
む
こ
と
が
な
い
と
は
云
え
ぬ
。
而
し
て
此
の
四
十
五
字
法
体
論
は
い
い
う
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も
新
し
く
我
々
の
眼
前
に
横
た
わ
る
宗
学
上
の
起
爆
剤
で
も
あ
る
。

観
心
本
尊
抄
細
肝
阻
字
正
義
　
山
川
智
応
著
、

同

観
心
本
尊
紗
講
義
　
　
清
水
龍
山
著

観
心
本
尊
抄
潮
針
臨
字
正
義
　
山
川
智
応
著

観
心
本
尊
紗
講
義
　
　
清
水
龍
山
著

観
心
本
尊
抄
翻
樹
臨
字
正
義
　
　
山
川
智
応

観
心
本
尊
砂
講
義
　
　
清
水
龍
山
著

同

尼
崎
学
叢
　
　
本
門
法
華
宗
学
林
刊

同同
法
華
宗
本
門
弘
経
抄
　
第
十
巻
　
法
華
宗
刊

同
　
　
　
　
　
　
　
第

一
巻

同
　
　
　
　
　
　
第

一
巻

同
　
　
　
　
　
　
　
第

一
巻

同
　
　
　
　
　
　
　
第

一
巻

付
録
　
一一〇
頁

二

一
頁

四

一
三
頁

付
録
　
二
四
頁

四

一
五
頁

付
録
　
二
八
頁

四
九
八
頁

四
九
七
頁

十
三
頁

十
六
頁

三

一
頁

五
八
八
頁

五

一
頁

六
〇

一
頁

六
〇
四
頁

六
〇
三
頁
の
文
で
あ
る

註
④ ④ ⑩ ⑬ ① ⑩ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ① ⑩ ⑨ ③ Q.⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

日
蓮
宗
宗
学
全
集
本
門
法
華
宗
部
第
二
　
　
　
　
　
一
〇
九
頁

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
頁

法
華
宗
本
門
弘
経
抄
　
第

一
巻
　
法
華
宗
刊
　
　
　
　
五

一
頁

同
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

一二
四
二
頁

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
壬

一頁

四
十
五
字
法
体
論
管
見

- 67 -


